
日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp

://riz
h
o
n
g
.b

iz
/ 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

  
    

  
riz

h
o
n
g

8
6

@
h
o
tm

a
il.c

o
.jp

 

 
 

814 

 

 
2016/ 11/25 

 

１１
月
１１
日
、
則
武
弁
護
士
か

ら
「
中
国
残
留
日
本
人
孤
児
国
家

賠
償
訴
訟
・
神
戸
地
裁
勝
利
判

決
１０
周
年
記
念
集
会
」
へ
の
参
加

要
請
文
（
資
料
１
）
を
受
け
取
っ

た
。 読

ん
で
い
る
と
、
２
０
０
２
年

１２
月
２０
日
に
関
東
地
区
の
「
孤

８
年
２
月
２１
日
に
取
り
下
げ
た
。 

私
は
こ
の
間
「
中
国
残
留
孤
児

訴
訟
を
支
え
る
岡
山
県
民
の
会
」

の
事
務
局
長
と
し
て
頑
張
っ
た
。 

 

署
名
活
動
や
、
通
訳
の
手
配
、

裁
判
傍
聴
の
組
織
、
国
会
議
員
要

請
な
ど
あ
ら
ゆ
る
活
動
に
取
り

組
み
、
募
金
活
動
で
も
訴
訟
を
支

え
た
。
さ
ら
に
公
民
館
や
学
校
な

ど
で
、
学
習
会
、
講
演
会
、
餃
子

づ
く
り
な
ど
で
「
中
国
残
留
孤
児
」

の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
話
し
た
。 

退
職
後
１４
年
間
の
日
々
が
走

馬
灯
の
よ
う
に
浮
か
ん
で
き
た
。 

 

た
。
２
０
０
４
年
２
月
２０
日
に
第

一
次
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
の
と

き
原
告
の
平
均
年
齢
は
、
６３
・
５

歳
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
岡
山
原

告
団
は
、
香
川
県
在
住
も
含
め
て

２
０
０
５
年
６
月
２２
日
ま
で
に
第

四
次
訴
訟
を
提
起
し
、
合
計
２７

人
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
２
０
０

こ
れ
か
ら
も
「
孤
児
」
の
願
い
で
あ

る
『
生
涯
友
達
だ
よ
ね
』
に
答
え
る
べ

く
、
初
心
に
返
っ
て
支
援
・
交
流
を

つ
づ
け
て
い
き
た
い
。 

 

１２

月
４
日
に
は
、
則
武
弁
護

士
、
高
杉
さ
ん
（
元
原
告
団
団
長
）

と
と
も
に
参
加
の
予
定
で
あ
る
。 

小
林
軍
治 

 

写
真
は
提
訴
に
向
か
う
岡
山
の
原

告
た
ち
（
当
時
の
山
陽
新
聞
か
ら
） 

 

児
」
が
、
国
を
相
手
に
訴
訟
を
起

こ
し
た
記
事
を
思
い
出
し
た
。
退

職
（
２
０
０
３
年
３
月
）
後
に
、
す
べ

き
こ
と
を
決
め
た
日
で
も
あ
る
。 

岡
山
訴
訟
は
２
０
０
３
年
９

月
、
３
人
の
「
孤
児
」
（
高
杉
・
横

山
・
大
森
）
と
岡
山
合
同
法
律
事

務
所
を
訪
ね
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ

神
戸
地
裁
勝
訴
判
決
１０
周
年
に
あ
た
っ
て 

―
孤
児
支
援
の
初
心
に
返
る
― 

 

位各 

2016 (平成2 8)年11月9日 

中国残留日本人孤児国家賠償訴訟 

神戸地裁勝訴判決１０周年記念集会実行委員会 

共同代表 初田 三雄 

同    宗藤 泰而 

同    植田 恒陽 

中国残留日本人孤児国家賠償訴訟・神戸地裁勝訴判決I0周

年記念集会 

(ご案内) 

日頃より中国残留日本人孤児並びに中国帰国者の諸活動にご理

解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、中国 「残留孤児」国家賠償請求訴訟について、2006(平成１

８)年12月1日に神戸地裁が原告勝訴判決を出してから10年が経過し

ます。 

神戸地裁判決は、戦闘員でない一般の在満邦人を 「無防備な状

態においた政策は、自国民の生命・身体を著しく軽視する無慈悲な

政策であったというほかない」として 「政府としては、可能な限り、無

慈悲な政策によってもたらされた自国民の被害を救済すべき高度の

政治的な責任を負うものと考えなければならない」と述べ、政府が 

「留守家族の身元保証を要求する措置」をとったり、 「身元保証に代

わる特別身元保証といった入管法が求めているわけでもない手続の

履践を求める措置」をとったため、身元未判明孤児や留守家族の協

力を得られない身元判明孤児の帰国を違法に制限した、と明確に指

摘しました。さらに，判決は、 「政府関係者 (厚生大臣)は、条理によ

り、残留孤児が日本社会で自立して生活するために必要な支援策 

(日本語の修得，就労・職業支援、自立までの生活保持に向けた支

援策)を講ずべき法的義務 (自立支援義務)があったということができ

る」として国に残留孤児の自立を支援する法的義務を認めました。ま

た、判決は、残留孤児に対する自立支援策が、拉致被害者に対する

それよりも「貧弱でよいわけがない」とも述べています。 

「わたしたちは、なにじんですか?」と訴える全国15地裁，原告総数

約2200人 (残留孤児の約90％)の集団訴訟による必死の闘いと神戸

地裁勝訴判決を経て、中国残留邦人等支援法にもとづく支援策によ

り一定の生活改善が図られることになりました。 

しかし，残留孤児の 「日本の地で、日本人として、人間らしく生きる

権利」を保障するには決して十分なものではありませんでした。現在、

戦争が終わって70年以上が経過し、残留孤児には高齢者介護の問

題が厳然たる言葉の壁を伴って立ちはだかっています。また二世や

三世もぎりぎりの生活を強いられ、年金問題、医療通訳問題など多く

の問題に直面しています。今あらためて原点に立ち返り全国15地裁

集団訴訟並びに神戸地裁勝訴判決の意義を問い、勝訴に至る原告

団，弁護団、支援者の活動等を振り返り、現在直面する諸問題へ対

処する指針としたいと考えます。どうぞ奮ってご参加ください。 

 

記 

神戸地裁勝訴判決I0周年記念集会 

日程:12月4日(日)午前10時30分～午後1時 

場所:ふたば学舎 (神戸市立地域人材支援センタ一)※JR新長田

駅から南西に徒歩13分 

[本件に関するお問い合わせ先]:〒650-0025神戸市中央区相生町

1-2-1束成ビル4階 

あいおい法律事務所 弁護士大槻倫子 電話078-371-206O 以上 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１２
月
１
日
（木
）午
後
１
時
半
か
ら 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

小林 

曾田 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

 

初
め
て
福
祉
施
設
の
さ
っ
ち
ゃ

ん
の
家
の
秋
祭
り
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
岡
田
先
生
と
仲
間
６

人
で
太
極
拳
の
表
演
を
し
ま
し

た
。
場
所
が
狭
く
、
後
ろ
の
人
に

ぶ
つ
か
る
の
で
は
と
、
後
ろ
を
見
て

し
ま
い
、
前
を
向
き
な
お
し
た

時
、
違
っ
た
動
き
と
な
り
、
皆
さ

ん
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
い
ま
し

た
。 オ

ー
プ
ニ
ン
グ
の
太
鼓
の
響
き

は
、
心
踊
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

た
。
高
江
の
問
題
も
こ
こ
数
か
月

で
私
た
ち
も
知
る
こ
と
に
な
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
、
推
し
て
知
る
べ
し

で
し
ょ
う
。 

 

そ
こ
で
、
映
画
と
い
う
手
法
で
全

国
い
や
世
界
に
向
け
て
沖
縄
で
起

き
て
い
る
出
来
事
を
伝
え
る
た
め

に
、
映
画
監
督
へ
と
転
身
さ
れ
た

そ
う
で
す
。
今
も
新
し
い
映
画
を

撮
っ
て
い
ま
す
。
（
「
風
か
た
か
（
か

じ
か
た
か
）
」
こ
れ
は
風
よ
け
防
波

堤
の
意
味
だ
そ
う
で
す
。
）
資
金

が
足
り
ま
せ
ん
の
で
、
カ
ン
パ
を
お

願
い
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
カ
ン
パ
で

映
画
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
カ
ン
パ
を
し

ま
し
た
。
私
も
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
田
紀
子 

 

放
送
を
退
職
さ
れ
、
２
０
１
５
年

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
「
戦
場
ぬ
止
み

（
い
く
さ
ば
ぬ
と
ぅ
ど
ぅ
み
）
」
を

公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

約
90
分
の
持
ち
時
間
を
目
い
っ

ぱ
い
使
っ
て
、
時
に
は
涙
ぐ
み
な
が

ら
、
真
剣
に
沖
縄
に
つ
い
て
語
ら

れ
ま
し
た
。
沖
縄
で
起
き
た
出
来

事
を
琉
球
朝
日
放
送
で
取
り
上

げ
て
も
、
東
京
の
全
国
ネ
ッ
ト
で

放
送
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し

れ
な
い
方
々
が
、
立
っ
て
聞
て
い
ま

し
た
。 

 

三
上
さ
ん
は
１
９
９
５
年
か
ら

琉
球
朝
日
放
送
に
移
籍
さ
れ
、
２

０
１
２
年
「
標
的
の
村
～
国
に
訴

え
ら
え
た
沖
縄
・
高
江
の
住
民
た

ち
～
」
で
テ
レ
メ
ン
タ
リ
ー
年
間
優

秀
賞
他
多
く
の
賞
を
受
賞
さ
れ

て
い
ま
す
。
２
０
１
３
年
に
同
作
品

を
90
分
の
映
画
版
に
再
編
し
て

劇
場
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０

１
４
年
３
月
を
も
っ
て
琉
球
朝
日

中
学
生
４
人
の
ダ
ン
ス
も
感
動
し

ま
し
た
。
皆
で
踊
っ
た
民
謡
も
思
い

の
ほ
か
楽
し
か
っ
た
で
す
。
地
域
の

人
々
の
協
力
の
凄
さ
は
、
一
重
に

さ
っ
ち
ゃ
ん
の
家
が
大
勢
の
人
た

ち
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
お
い
し
い
焼
き

そ
ば
を
ご
馳
走
に
な
り
、
楽
し
い

一
日
で
し
た
。 

西
大
寺 

大
森
マ
サ
子 

 

洛陽市を訪ねて 

―大森市長のメッセージ― 
日中友好協会倉敷支部・岡山支部は、１１月１５日から１９日まで「中

原古都を訪ねる旅」を企画し、洛陽市を訪問しました。岡山市と洛陽市

は友好都市協定を締結している姉妹都市です。訪問団に、岡山市長

から次のようなメッセージを託されたので紹介します。 

 

洛陽市人民対外友好協会 

常務副会長 張松峰 榛 

 

晩秋の候、貴職におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申

し上げます。 

岡山市と洛陽市は、1981 年に友好都市協定を締結して以来、様々

な分野の交流の成果を積み重ね、今年 35 周年という節目の年を迎え

ました。これもひとえに、洛陽市人民政府及び洛陽市人民対外友好協

会関係者の皆様の熱意とご尽力の賜物であり、様々な形で両市ひい

ては日中両国の交流の推進に大きな役割を果たしていただいているこ

とに対し、深く感謝と敬煮を表する次第です。 

さて、11 月 I7 日に、日本中国友好協会の栗本泰治氏をはじめとす

る訪問団が洛陽市を訪問されます。日本中国友好協会は日中両国民

の相互理解と友好を深め、アジアと世界平和に貢献することを目的とし

て活動きれており、このたび、「悠久の中原古都」を訪ねる旅行を企画

され、洛陽市を訪ね、貴協会の皆様とも交流されるとお聞きしました，

つきましては、同訪問団の洛陽市での滞在が有意義なものとなりますよ

う、貴職のご高配を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。 

今後とも、岡山市と洛陽市の間で、素晴らしい友好関係が続くことを

祈念するとともに、このたびの訪問が、両市のさらには両国の友好交流

の発展に一層寄与することを期待いたしております。 

最後に、貴職のますますのご健勝とご活躍並びに貴協会の一層の

ご発展を心からお祈り申し上げます。 

 

2016 年 11 同 9 日 

日本国岡山市 

市長 大森雅夫 

岡
山
県
母
親
大
会 

記
念
講
演 

『
私
た
ち
は
戦
争
を
す
る
国
づ
く
り
を
許
さ
な
い
』 

―
平
和
な
日
本
・
沖
縄
を
― 

 
 

講
師 

三
上
智
美
さ
ん 

 

 

11
月
６
日
日
曜
日
に
久
米
南
町

文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
記

念
講
演
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。 

当
日
会
場
で
は
座
席
に
座
り
き

さ
っ
ち
ゃ
ん
の
家
の
秋
祭
り 

 「
和
平
共
存
」
の
額
が
わ
が
家
に 

竹
内
和
夫 

 

１１
月
５
日
号
の
ニ
ュ
ー
ス
「
お
か

や
ま
」
に
書
き
ま
し
た
内
山
完
造

さ
ん
の
扁
額
を
、
タ
ク
シ
ー
に
乗

せ
て
、
わ
が
家
に
持
っ
て
き
ま
し

た
。 地

方
自
治
会
館
に
あ
っ
た
額

は
、
所
有
者
が
わ
か
ら
ず
、
自
治

労
連
の
花
田
さ
ん
、
平
和
委
員
会

の
中
尾
さ
ん
、
市
職
労
の
大
平
さ

ん
た
ち
と
相
談
し
て
、
日
中
友
好

協
会
岡
山
支
部
で
、
し
ば
ら
く
預

か
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

す
で
に
竹
内
宅
に
あ
る
「
日
中

友
好
」
の
額
の
よ
う
に
、
修
理
表
装

し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

内
山
完
造
さ
ん
は
岡
山
県
後
月

郡
吉
井
村
（
現
井
原
市
芳
井
町

吉
井
）
に
生
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の

洗
礼
を
受
け
、
上
海
に
内
山
書

店
を
開
き
、
魯
迅
の
生
命
を
庇
護

す
る
。
１
９
５
９
年

７４

才
で
死

去
、
上
海
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
ま

し
た
。 

 


